
密集住宅市街地における火災に係る応援要請の迅速化

第２回大分市大規模火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会 資料３－２

総務省消防庁





具体的な事象を基に応援要請基準を具体化している事例

糸魚川市消防本部

横手市消防本部 「大規模火災時における火災防ぎょ計画（警防計画）」抜粋
●第１段階
消防機関のみで防火水槽及び簡易水槽等への充水が困難と判断した場合は「災害

時における消防用水の確保に関する協定書」に基づきコンクリートミキサー車等を活用し
継続的な消火活動を実施する。
●第２段階
指定地域において概ね１０棟以上の延焼拡大危険があると判断した場合は秋田県広

域消防相互応援協定に基づく応援要請を考慮する。
●第３段階
遠距離大量送水システム（スーパーポンパー）、屈折高所放水車等、特殊車両が有効

と判断される場合は緊急消防援助隊の応援要請を考慮する。

木造の建築物が多い地域など大規模な火災につ
ながる危険性が高い指定地域における火災時には、
火災の推移や状況に応じて段階的な応援要請（民間
事業者、県内応援隊、緊急消防援助隊）を行うよう
定めている。

大垣消防組合

消火活動時、延焼区域に対して包囲隊形が取れるかどう
か、飛火による延焼があるかどうかを判断基準として県消
防相互応援隊に応援要請を行うよう定めている。

「消防相互応援協定に基づく応援要請基準」抜粋
１ 応援出動要請基準
（１）糸魚川市内全域への出動要請
①火災出動
・糸魚川市内で火災が発生し、５棟以上延焼している場合。
・糸魚川市に強風注意報、乾燥注意報以上が発令され、平均風速10m秒以
上の状況下で火災が発生した場合。

「大垣消防組合受援計画」抜粋
応援要請基準
３ 火災出動
⑴ 大垣消防組合警防業務規程に定める第３次出動以降の増隊が必要となるもの
⑵ 大垣消防組合警防出動計画に定める指定地域建物火災において、延焼が進
み、包囲隊形がとれないもの又は飛火による延焼を現認したもの
⑶ 上記⑵以外の地域において、建物への延焼が10棟に拡大し、警防業務規程
に定める第３次出動以降の増隊後も包囲隊形がとれないもの

火災発生時には、延焼棟数、気象情報から県外を含む隣接
消防本部（上越地域消防局、新川地域消防組合消防本部、北
アルプス広域消防本部）に対して応援要請を行うよう定め
ている。

受援計画等の取組①

➢ 起こりうる具体的な事象に対し、各消防本部の消防力を勘案してあらかじめ応援要請基準を定めてい
るため、災害時、判断に迷うことなく応援要請をすることができる。

ｚｚ
ｚｚ
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消防力を基に応援要請基準を具体化している事例

種別
基準隊
数

出動隊
数

残隊数

消防車 19 13 6

【活動方針】
・火災現場では包囲戦
術を実施
・救助現場では地震や
土砂災害等の対応を実
施
・常備車両が出動不可
の場合でも指揮命令系
統を確立

・出動可能な消防隊（高島、池島除く）が６隊以下

長崎市消防局

第２章 応援等の要請
（応援等要請の基準）
第３ 指揮者は、次の各号の一に該当する場合、又は災害により次の各項に該当する被害等が発生した場合において
は、消防の応援等の必要性について判断するものとする。

(1) 消防隊、救助隊 、救急隊のそれぞれにおいて、稼働率が４割を超えた場合
(2) 救助隊が３隊以上する重大事案が３件以上発生した場合
(3) 「いわき市消防隊等出動規程」に規定する出動体制が維持できなくなった場合
(4) 119 番入電件数が、１時間に１日平均入電件数の 50 件を超えた場合
２ 地震及び津波
第３各号に準じる

３ 風水害
(1) 気象警報等の発表や、市内各地で避難指示等が発令され、今後さらに被害が拡大する恐れがある場合
(2) 市内の道路が浸水等により、応援隊の到着が困難になると予測される場合
４ 火災

(1) ５件以上の火災が同時に発生している場合
(2) 危険物施設、特定防火対象物、住宅密集地等において大規模な火災が発生し、十分な対応が困難と見込まれ
る場合、又は当該火災出動により他の災害出動の対応が十分にできないと見込まれる場合

(3) 消防隊が地上から進出困難又は無限水利等の継続的な取水が困難な山間部において、林野火災が発生し、急
激な延焼拡大や飛び火による広範囲の延焼が見込まれる場合、又は市街地への延焼が見込まれる場合

５ 上記以外の災害で、甚大な被害が見込まれる場合

いわき市消防本部

消防団常備

受援計画等の取組②

➢ 別の災害に備えて管内全域で最低限待機しておくべき車両数を明確にし、基準としているため、
大規模災害等により基準を下回った場合に判断に迷うことなく応援要請をすることができる。

「緊急消防援助隊等の応援要請の目安」抜粋

「長崎市消防隊特例出動計画」
大規模災害等発生に伴い消防力が劣勢となっているときに、
更に別の災害が同時に発生した場合でも、有効な災害対応・
部隊活動ができるよう、特例出動計画として消防団との協力
体制を整備している。４隊（常備消防隊１隊又は人員、消防団
３隊）を１ユニットとして構成し、特例出動を行う。「いわき市消防本部緊急消防援助隊受援計画」抜粋
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①消防力による判断
の他にも、
②１１９番入電件数による判断
③具体的事象による判断
等、様々な側面から応援要請を判
断するよう規定している。



応援要請前の先遣出動に関する先進的な事例

➢ 応援要請を待たずに先行的な調査を含め出動できる先遣出動体制について、対応する消防機関
を代表消防機関以外にも多く定めているため、被災地の応援要請判断の補助や県内応援部隊の
早期の出動に繋げることができる。

消防相互応援協定の取組①

「愛知県消防広域応援基本計画」抜粋

※県内各地、合計９本部を登録

愛知県 ※代表消防機関（名古屋市消防局）に設置
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応援規模をあらかじめ明確にしている事例

大阪府では、その他以下の項目についても網羅的に規定

【糸魚川市大規模火災を踏まえた都道府県における応援協定等の見直しの方針】
・ 多数の消防本部に応援要請を行う必要がある場合の県や代表消防本部等に
よる応援要請の代行
・ 県内応援に関する指揮を統制及び受援側の消防本部の指揮を支援する指揮
支援隊の出動

【その他広域応援体制の強化に有効な取組】
・ 県内応援隊の調整を行う本部の立ち上げ
・ 県庁や消防本部間のリエゾン派遣
・ 定期的な被害状況、対応状況等の報告体制
・ 応援要請の前段階における先遣出動

➢ 府下広域応援出場隊について、ブロック毎に即応隊、３時間隊、５時間隊と３つの出動区分を設
け、あらかじめ出動までの時間と部隊規模を明確にしているため、被災地が災害の推移と照らし
て応援の規模をイメージしやすい。

大阪府
【出場隊編成一覧表（府下広域応援）】
●即応隊（府指揮支援隊含む。）
応援要請があれば直ちに出場できる小隊

●３時間隊及び５時間隊
応援要請があれば３時間後、５時間後に

  出場できる小隊

消防相互応援協定の取組②

「府下広域災害応援マニュアル」抜粋
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密集住宅市街地における火災に係る応援要請基準に関する消防庁の通知

○○消防本部受援計画
第２章 応援等の要請
（応援等要請の基準）
第３ 指揮者は、災害により次に掲げる被害等が発生した場合、消防の応
援等の必要性について判断するものとする。
（３）火災

ア 〇件以上の火災が同時に発生している場合
イ 危険物施設、特定防火対象物、住宅密集地等において大規模な火
災が発生し、十分な対応が困難と見込まれる場合又は当該火災出動
により他の災害出動の対応が十分にできないと見込まれる場合

ウ 消防隊が地上から進出困難な山間部において林野火災が発生
した場合及び林野火災が発生し、急激な延焼拡大や飛び火によ
る広範囲の延焼が見込まれる場合又は市街地への延焼が見込ま
れる場合

緊急消防援助隊に係る消防本部の受援計画について
（令和元年10月28日付消防広第151号）

大規模な火災出動に伴い、他の災害出動の対応が十分にできないと見込
まれる場合も想定しておく必要がある。

別添３ 応援等要請の基準に係る説明

別添２ 消防本部の受援計画作成例

糸魚川市大規模火災を踏まえた消防広域応援体制の強化について
（平成29年７月31日付消防広第266号）

第２ 応援体制の強化
１ 木造の建築物が多い地域など大規模な火災につながる危険性の高い地
域を有する小規模消防本部における取組

⑴ 木造の建築物が多い地域など大規模な火災につながる危険性の高い地
域を有する小規模消防本部においては、必要に応じて、次の方策につい
て検討の上、今年度内を目途に応援体制の見直しを行うこと。
ア 火災発生時に消火活動に集中し、応援の要請に時間を要するおそれ
があると考えられる小規模消防本部については、木造の建築物が多い
地域など大規模な火災につながる危険性の高い地域において火災が発
生した場合には、速やかに都道府県又は代表消防本部、地区代表消防
本部若しくは隣接消防本部（以下「代表消防本部等」という。）に電
話、ファックス又はメール等により連絡し、火災の状況を共有する体
制を構築するとともに、火災の連絡を受けた代表消防本部等が応援要
請を待たずに先行的な調査を含め出動できるよう応援協定等の見直し
を行うこと。

イ 木造の建築物が多い地域など大規模な火災につながる危険性の高い
地域において火災が発生し、あらかじめ策定した出動計画に基づき、
最大限の消防力を投入する際には、原則として、同時に他の消防本部
への応援要請を行うことを警防計画等において定めておくこと。

ウ 都道府県境にある小規模消防本部については、他の都道府県内の隣
接消防本部はもとより、隣接以外の消防本部から応援を受けることが
応援の部隊規模や迅速性の観点から有効な場合もあることから、必要
に応じて、応援協定を締結しておくこと。

２ 道府県等における取組
⑴ 多数の消防本部に応援要請を行う必要がある場合は、応援要請の連絡
を受けた道府県又は代表消防本部等が、応援調整を行う体制を構築し、
必要に応じて他の消防本部への応援要請を代行すること。

⑵ 多数の応援隊が出動する場合を想定し、県内応援に関する指揮を統制
及び受援側の消防本部の指揮を支援する指揮支援隊を設置し、必要な場
合には出動させること。

３ 消防本部における取組
⑴ 受援に際しては、応援隊も含めた指揮体制や通信連絡体制などの活動
調整の方法について決めておくこと。

⑵ 応援に際しては、要請を受けた場合に迅速に出動できるようあらかじ
め出動する隊を決めておくこと。

⑶ 応援に際しては、予備車の活用や消防団員の参集体制などにより、応
援した際に管内で必要な消防力を維持するための方策を決めておくこと。

5

糸魚川市大規模火災を踏まえた「木造の建築物が多い地域などの大
規模な火災につながる危険性の高い地域」の指定要領等について

（平成29年7月31日付消防消第193号）

別記２ 火災防ぎょ計画（警防計画）の策定
第１ 計画の策定要領
４ 応援要請
⑴ 必要な車両、資機材等の応援要請について検討し、計画しておくこ
と。

⑵ 速やかな応援要請について、「糸魚川市大規模火災を踏まえた消防
広域応援体制の強化について」（平成29年7月31日付け消防広第266
号）に基づき検討し、計画しておくこと。



密集住宅市街地における火災に係る応援要請に関する取組方針（案）

先遣出動体制、応援規模の共有等優良事例の水平展開を図り、都道府県内消防相互応援協定
の見直しを促してはどうか。

各消防本部が作成する密集住宅市街地等の火災防ぎょ計画に以下のような具体的な応援要
請基準を明記するよう策定要領を作成してはどうか。（受援計画については同じ内容を明記す
るか、火災防ぎょ計画を参照する）

・強風注意報（案）の発表下において、密集住宅市街地で火災が発生した場合
・〇棟以上延焼している場合
・運用可能な消防隊が〇隊以下となった場合
・その他、十分な対応が困難と見込まれる場合 等

応援要請を迅速に判断できるよう、被災地以外の消防本部が応援要請を待たずに先行的な調査
を含め出動できる体制を整備しておくことが必要である。その際、早期に被災地に出動できるよ
う、代表消防本部に限らず、地域毎に出動できる本部を定めておくことが重要である。

また、県内応援隊を要請した場合の応援規模を事前に共有しておくことも有効である。

密集住宅市街地における火災が発生した際、応援要請を迅速に判断できるよう、それぞれの消
防本部の実情を踏まえて要請基準の具体的な内容を検討し、明確化しておくことが必要である。

更に、一定規模以上の消防本部においては、管内で最低限待機しておくべき消防隊数を元にし
た要請基準も定めておくことが必要である。
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① 応援要請基準について

② 都道府県内消防相互応援協定について
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